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吹田市高齢者生活支援体制整備協議会と行政の役割について 

 

（平成２７年度 厚生労働省資料より抜粋）  

 

吹田市では、第６期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中で重

点取組として、「生活支援サービスの担い手が、定期的な情報共有及び連携・協

働を行うための協議体の設置を行い、生活支援コーディネーターの人材育成や、

ニーズや地域資源の把握、必要な生活支援サービスの検討を行います。」として

おります。今年度策定する、第７期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画の課題として、生活支援の体制整備を目指していきたいと考えております。 

 そのためにも、協議会では「地域づくり」を軸に協議を進めていただき、現

在も介護保険だけでは対応できていない状況もあることから、具体的な支援策

の検討も必要と考えております。 

事務局としては、協議の中で出された、必要なサービスについての意見を参

考にしながら、吹田の強み、既存のしくみともリンクさせながら検討を行い、

協議会でたたき台等をお示ししながら、サービスづくりに取り組んでまいりま

す。 


